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ＪＲ東海労2017年度賃金引き上げ、夏季手当及び諸要求の主旨

アメリカでトランプ大統領が就任し、アメリカの経済動向に世界が注目して

いる。日本ではトランプ大統領の就任前後において、円安株高傾向となり、特

に輸出産業においては憂いを持ちつつ、状況の維持を図ろうと模索している。

2017年度賃金引き上げ夏季手当諸要求第１回団体交渉

要求獲得に向け交渉スタート！
賃金引き上げ、夏季手当、発足30年の労苦、

高齢者を含めた労働条件改善等を迫る！
本部は２月21日、「2017年度賃金引き上げ、夏季手当および諸要求の申し入れ」

（申第21号）に基づく、第１回団体交渉を開催しました。

団体交渉で本部は、要求趣旨について「ＪＲ東海で働く者の労働は、特に同業

他社と比べて相当過酷な労働となっている。賃金の引き上げや夏季手当の満額回

答、労働条件等の大幅な改善を実現することは至極当然のことである。このこと

によって世間相場を押し上げることにより国内経済の向上にも繋がる。会社の経

営体力の充実を図りたいというのなら、まずは会社を支える現場社員の切実な声、

すなわち組合の要求にしっかりと応えること。又、専任社員の雇用条件、労働条

件を改善し、今後貴重な労働力となる高齢労働者が安心して65歳まで働けるよう

にすること」等主張しました。

一方会社は、「景気の先行きが予断を許さないものであることを勘案すれば、

堅調な経営状況であっても楽観はできず、経営体力を強化する。賃金水準はすで

に相当高いレベルにあり、これ以上賃金や諸手当を改善する合理的、客観的な理

由は見出せない。夏季手当についても慎重な判断が求められる」と主張しました。

第２回団体交渉は、２月27日（月）13：00から開催します。
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ところで、日本国内労働者の生活は、生活の基盤となる可処分所得が度重な

る税金や保険料の負担増によって、相変わらず消費を控える傾向にある。ここ

３年ベースアップが行われたが、その額は微々たるものでしかなく、労働者の

生活は全く改善されず、この状態が続けば安倍首相の「アベノミクス」などは

結局空論に過ぎなかったことになり、当然経済は悪い方に進み、ＪＲ東海の経

営にも大きな打撃となることは間違いない。

労働者が安定した生活を営み、安心して働くためには、何よりも賃金の引き

上げが必要である。会社はふたことめにはＪＲ東海の賃金は世間水準よりも高

いというが、ＪＲ東海で働く者の労働は、特に同業他社と比べて相当過酷な労

働となっているので、労働力の価値は相対的に安値になっている。よって世間

水準よりも高いことはないのである。従って、賃金の引き上げや夏季手当の満

額回答、労働条件等の大幅な改善を実現することは至極当然のことであり、こ

のことによって世間相場を押し上げることにより国内経済の向上にも繋がると

考える。

ＪＲ東海の平成28年度第３四半期決算（単体）は、営業収益が１兆461億円

で前年同期比1.5％増、経常利益が4，584億円で前年同期比7.0％増、純利益

が3，240億円で前年同期比10.2％増を計上し過去最高を更新した。このまま

推移すれば平成28年度の最終的な決算において過去最高になると考える。

ここまで利益を上げてきたのは、社員が同業他社よりも過酷な労働を強い

られているにもかかわらず、努力と苦労をしてきたからである。今賃上げこ

そ会社は社員の努力や苦労に対してしっかりと応えなければならない。そう

でなければ、社員のやる気は失せ、会社の未来は明らかに暗雲たちこめる状

況となる。経営体力の充実を図りたいというのなら、まずは会社を支える現

場社員の切実な声、すなわち組合の要求にしっかりと応えるよう主張する。

専任社員制度の改善は大きな課題である。労働者人口が減少していく状況

で、今後高齢者は貴重な労働力となる。しかし現在の制度では、継続雇用の

対象者を選別するための「専任Ⅴ」によって希望する全社員が65歳まで働く

ことができない。更に大幅な賃金の低下にもかかわらず、社員と同等の労働

条件のため、体力等の理由で働きたくとも専任社員として働くことをためら

う社員がいる。希望者全員が安心して65歳まで働ける制度とするために、「専

任Ⅴ」の廃止はもとより、高齢者のための職種や働き方を選択できる制度に

改善すべきである。

会社は、この間賃金の引き上げや期末手当を抑え込んできた結果が、景気

の低迷に拍車をかけていることを改めて自覚すべきである。会社の社会的

な責任を放棄してはならない。

繰り返すが、過去最高の業績は、組合員はもとより現場の社員一人ひとり

の苦労の賜物である。会社は今団体交渉において賃金の引き上げと夏季手当

の満額回答、労働条件の大幅な改善等を組合の要求通り実現するよう強く

求めるものである。
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会社の主旨


